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(57)【要約】
【課題】　目に異物を挿入する嫌悪感、恐怖感を緩和し
、場所を問わず、目薬を点眼する要領でソフトコンタク
トレンズを容易に装用できるソフトコンタクトレンズ装
用装置を提供すること。
【解決手段】　ソフトコンタクトレンズ装用装置１は水
を主成分とする点眼液２及び吸水膨潤前のソフトコンタ
クトレンズ素体３ａを格納している。ソフトコンタクト
レンズの装用時には、目薬を点眼する要領で、点眼液ボ
タン１ａが指で押下されると共に、繰出歯車１ｂが指で
送られると、ソフトコンタクトレンズ装用装置１は吐出
口１ｃから点眼液２と共にソフトコンタクトレンズ素体
３ａを滴下液４として眼球５上に滴下する。この結果、
滴下された直径2～3mm程度のソフトコンタクトレンズ素
体３ａは眼球５上で吸水膨潤して所望の直径8～14mm程
度のソフトコンタクトレンズ３ｂとなる。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点眼液を格納して点眼液を吐出する点眼液吐出部と、
　吸水膨潤前のソフトコンタクトレンズ素体を剥離フィルム上にパッケージし、該ソフト
コンタクトレンズ素体を1個づつ剥離して繰出すソフトコンタクトレンズ素体繰出部と
　を具備し、
　前記吐出された点眼液及び前記繰出されたソフトコンタクトレンズ素体を合体して滴下
液として滴下するようにしたソフトコンタクトレンズ装用装置。
【請求項２】
　さらに、
　前記点眼液吐出部を押圧するための吐出液ボタンと、
　前記ソフトコンタクトレンズ素体繰出部を動作させる繰出歯車と
　を具備する請求項１に記載のソフトコンタクトレンズ装用装置。
【請求項３】
　前記ソフトコンタクトレンズ素体繰出部は、
　前記ソフトコンタクトレンズがパッケージされた前記剥離フィルムを繰出すための繰出
リールと、
　該繰出リールと同期回転して前記剥離フィルムを巻き取るための巻取リールと、
　前記剥離フィルムから前記ソフトコンタクトレンズ素体を剥離する剥離治具と
　を具備し、前記繰出歯車は前記剥離フィルムを移動させて前記ソフトコンタクトレンズ
素体を1個づつ繰出する請求項２に記載のソフトコンタクトレンズ装用装置。
【請求項４】
　点眼液及び吸水膨潤前のソフトコンタクトレンズ素体を合体して滴下液として眼球上に
滴下し、
　該眼球上で前記ソフトコンタクトレンズ素体が吸水膨潤してソフトコンタクトレンズと
なるようにしたソフトコンタクトレンズ装用方法。　　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はソフトコンタクトレンズ装用装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　視力矯正具として眼鏡、コンタクトレンズがあり、このうち、曇らない、装用時の外見
が裸眼と変わらないという利点からコンタクトレンズが普及している。
【０００３】
　また、コンタクトレンズには、ハード、ソフトの２種類があり、近年、使い捨てタイプ
のソフトコンタクトレンズの販売シェアが、消毒の煩わしさ解消、衛生的である等の理由
から、増加している。
【０００４】
　ソフトコンタクトレンズの材料には、耐久性、吸水性、親水性、可撓性、生物学的に不
活性、透明性、人の角膜の要求に応ずるに充分な酸素透過性が要求される。このような材
料として吸水性ポリマが知られる（参照：特許文献１）。また、レンズ成形された吸水性
ポリマは保存液に浸漬された状態つまり吸水膨潤状態で販売されている。本願明細書、特
許請求の範囲では、吸水膨潤前のレンズ成形された吸水性ポリマをソフトコンタクトレン
ズ素体と言い、吸水膨潤後のレンズ成形された吸水性ポリマを単にソフトコンタクトレン
ズと言う。
【０００５】
　従来のソフトコンタクトレンズ装用方法は、保存液から吸水膨潤状態のソフトコンタク
トレンズを指でつまんで眼に装用する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特公昭６２－２９７７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述の従来のソフトコンタクトレンズ装用方法によれば、瞳と同程度の
大きさの異物を眼に挿入するという嫌悪感、恐怖感を抱かせ、場所を選択しなければなら
ないという課題がある。また、ソフトコンタクトレンズを衛生的に取扱う必要があり、従
って、装用前に手洗が必要であるという課題もある。さらに、ソフトコンタクトレンズの
パッケージの薄型化が図られているものの、特に、旅行時には、大量のソフトコンタクト
レンズ及びそれらの保存液を携行しなければならず、従って、携帯性が劣るという課題も
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の課題を解決するために本発明に係るソフトコンタクトレンズ装用装置は、点眼液
を格納して点眼液を吐出する点眼液吐出部と、吸水膨潤前のソフトコンタクトレンズ素体
を剥離フィルム上にパッケージし、ソフトコンタクトレンズ素体を1個づつ剥離して送り
出すソフトコンタクトレンズ素体繰出部とを具備し、吐出された点眼液及び繰出されたソ
フトコンタクトレンズ素体を合体して滴下液として滴下するようにしたものである。滴下
液のソフトコンタクトレンズ素体は滴下した眼球上で吸水膨潤して所望のソフトコンタク
トレンズとなる。
【０００９】
　また、本発明に係るソフトコンタクトレンズ装用方法は、点眼液及び吸水膨潤前のソフ
トコンタクトレンズ素体を合体して滴下液として眼球上に滴下し、眼球上で前記ソフトコ
ンタクトレンズ素体が吸水膨潤してソフトコンタクトレンズとなるようにしたものである
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、眼球上に滴下するソフトコンタクトレンズ素体はソフトコンタクトレ
ンズより小さいので、目に異物を挿入する嫌悪感、恐怖感を緩和でき、従って、場所を問
わず、目薬を点眼する要領で容易にソフトコンタクトレンズを装用できる。また、装用前
の手洗を不要とすることができる。さらに、保存液が不要であるので、携帯性を向上でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係るソフトコンタクトレンズ装用装置の実施の形態を示す外観斜視図で
ある。
【図２】図１のソフトコンタクトレンズ装用装置の分解図である。
【図３】図２の剥離フィルムを示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は本発明に係るソフトコンタクトレンズ装用装置の実施の形態を示す外観斜視図で
ある。
【００１３】
　図１において、ソフトコンタクトレンズ装用装置１は水を主成分とする点眼液２及び吸
水膨潤前のソフトコンタクトレンズ素体３ａを格納している。また、ソフトコンタクトレ
ンズ装用装置１には、点眼液ボタン１ａ、繰出歯車１ｂ（参照：図２）及び吐出口１ｃが
設けられている。ソフトコンタクトレンズの装用時には、目薬を点眼する要領で、点眼液
ボタン１ａが指で押下されると共に、繰出歯車１ｂが指で送られる。従って、ソフトコン
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タクトレンズ装用装置１は吐出口１ｃから点眼液２と共にソフトコンタクトレンズ素体３
ａを滴下液４として眼球５上に滴下する。この結果、滴下された直径2～3mm程度のソフト
コンタクトレンズ素体３ａは眼球５上で吸水膨潤して所望の直径8～14mm程度のソフトコ
ンタクトレンズ３ｂとなる。
【００１４】
　ソフトコンタクトレンズ素体３ａは吸水膨潤後ソフトコンタクトレンズ３ｂの状態から
逆算してモールディング、スピンキャスト、レースカット等により予め成形してある。こ
の成形時の過熱による殺菌が行われる。また、吸水膨潤後のソフトコンタクトレンズ３ｂ
はベースカーブ、厚さ、度数等の光学的パラメータの基準に従う。さらに、近視、遠視の
強制度数、乱視の軸方向、視力矯正値の範囲等についてはソフトコンタクトレンズ素体３
ａの寸法公差で対応する。さらにまた、ソフトコンタクトレンズ素体３ａの滴下前後でソ
フトコンタクトレンズ素体３ａが回転運動する可能性があるので、吸水膨潤後のソフトコ
ンタクトレンズ３ｂは裏返しになっても機能する表裏両用タイプであることが好ましい。
【００１５】
　尚、本願発明でのソフトコンタクトレンズ素体３ａは装用の都度吸水させているので、
従来のコンタクトレンズで用いられる煮沸消毒、アルコール消毒等を利用できない。成形
時の過熱による殺菌のみである。
【００１６】
　図２は図１のソフトコンタクトレンズ装用装置１の分解図である。
【００１７】
　図２において、ソフトコンタクトレンズ装用装置１は点眼液吐出部１１及びソフトコン
タクトレンズ素体繰出部１２よりなる。
【００１８】
　点眼液吐出部１１は、図１の点眼液２を格納しており、図１の点眼液ボタン１ａが指で
押下されると、点眼液２を吐出する。吐出された点眼液２は重力によってソフトコンタク
トレンズ装用装置１内を伝って後述のソフトコンタクトレンズ素体３ａと合流する。
【００１９】
　ソフトコンタクトレンズ素体繰出部１２は、繰出リール１２１、巻取リール１２２、滑
りローラ１２３、繰出リール１２１及び巻取リール１２２の軸に巻回された剥離フィルム
１２４、ソフトコンタクトレンズ素体３ａを剥離する剥離治具１２５よりなる。
【００２０】
　繰出リール１２１の外周には歯１２１ａが設けられ、巻取リール１２２の外周には歯１
２２ａが設けられ、繰出リール１２１の歯１２１ａと巻取リール１２２の歯１２２ａとは
噛み合っている。尚、繰出リール１２１、巻取リール１２２の動作原理は自動巻取式修正
テープの繰出リール、巻取リールの動作原理とほぼ同一である。また、繰出歯車１ｂは剥
離フィルム１２４の片側もしくは両側（図３のＬ１、Ｌ２の一方もしくは両側）から摩擦
移動させる。従って、繰出歯車１ｂを指で所定量回転させると、剥離フィルム１２４が移
動すると共に、繰出リール１２１及び巻取リール１２２も同期して回転し、剥離フィルム
１２４が繰出リール１２１から繰出されて巻取リール１２２に巻取られる。
【００２１】
　図３に示すように、ソフトコンタクトレンズ素体３ａはパラフィン等よりなる剥離フィ
ルム１２４上にパッケージングされ、剥離フィルム１２４のソフトコンタクトレンズ素体
３ａの載置部に切込みが設けられ、斜めに折られて襞状になっている紙１２６が設けられ
ている。この襞状の部分によってソフトコンタクトレンズ素体３ａを保持する。
【００２２】
　このように、繰出歯車１ｂによりソフトコンタクトレンズ素体３ａ1つ分だけ剥離フィ
ルム１２４が順送りされ、吐出口１ｃ付近で剥離治具１２５によってソフトコンタクトレ
ンズ素体３ａが剥離される。同時に、点眼液吐出部１１から吐出された点眼液２は重力に
より親水性の剥離治具１２５を伝わる。この場合、剥離フィルム１２４は疎水性である。
この結果、点眼液２が剥離されたソフトコンタクトレンズ素体３ａと合流して滴下液４と
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して図１の眼球５上に滴下する。その後、眼球５上で、ソフトコンタクトレンズ素体３ａ
は吸水膨潤してソフトコンタクトレンズ３ｂとなる。
【００２３】
　尚、本発明のソフトコンタクトレンズ素体としては上述の吸水性ポリマ以外の吸水膨潤
性材料でコンタクトレンズとしての透明性、酸素透過性等の特性を有する材料を用いるこ
とができる。
【００２４】
　また、本発明は上述の実施の形態の自明の範囲のいかなる変更も適用し得る。
【符号の説明】
【００２５】
１：ソフトコンタクトレンズ装用装置
１ａ：点眼液ボタン
１ｂ：繰出歯車
１ｃ：吐出口
２：点眼液
３ａ：ソフトコンタクトレンズ素体
３ｂ：ソフトコンタクトレンズ
４：滴下液
５：眼球
１１：点眼液吐出部
１２：ソフトコンタクトレンズ素体繰出部
１２１：繰出リール
１２２：巻取リール
１２３：滑りローラ
１２４：剥離フィルム
１２５：剥離治具
１２６：襞状部分を有する紙
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